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○
経
済
産
業
省
令
第

号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
製
造
事
業
者
の
指
定
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
二
日

経
済
産
業
大
臣

世
耕

弘
成

指
定
製
造
事
業
者
の
指
定
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

指
定
製
造
事
業
者
の
指
定
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲

げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ

て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

※

別
紙
の
と
お
り
新
旧
対
照
表
を
挿
入

別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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事

項

基

準

一

品
質
管
理
体
制

次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
社
内
規
格
が
具
体
的
に
、
か
つ
、
体
系
的
に
文
書
と
し

て
整
備
さ
れ
、
そ
れ
に
従
っ
て
品
質
管
理
が
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

イ

日
本
工
業
規
格
Ｑ
九
〇
〇
一
（
二
〇
一
五
）
又
は
国
際
標
準
化
機
構
が
定
め
た
規

格
Ｉ
Ｓ
Ｏ
九
〇
〇
一
（
二
〇
一
五
）
に
定
め
る
基
準

ロ

こ
の
別
表
に
掲
げ
る
基
準
（
第
三
条
第
二
項
の
経
済
産
業
大
臣
が
別
に
定
め
る
細

目
を
含
む
。
）

二

品
質
管
理
推
進
責
任
者

イ

工
場
又
は
事
業
場
に
お
い
て
、
品
質
管
理
推
進
責
任
者
が
選
任
さ
れ
て
お
り
、
次

に
掲
げ
る
職
務
を
遂
行
し
て
い
る
こ
と
。

品
質
方
針
及
び
品
質
管
理
に
関
す
る
計
画
の
立
案
及
び
推
進

(1)

社
内
規
格
の
制
定
、
改
正
等
に
つ
い
て
の
統
括

(2)

完
成
品
の
品
質
水
準
の
評
価

(3)
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品
質
管
理
の
実
施
に
関
す
る
指
導
及
び
助
言
並
び
に
部
門
間
の
調
整

(4)

特
定
計
量
器
に
係
る
不
適
合
及
び
是
正
処
置
に
関
す
る
指
導
及
び
助
言

(5)

就
業
者
に
対
す
る
品
質
管
理
に
関
す
る
教
育
訓
練
の
推
進

(6)

外
注
管
理
に
関
す
る
指
導
及
び
助
言

(7)

内
部
監
査
の
推
進

(8)
ロ

品
質
管
理
推
進
責
任
者
が
品
質
管
理
の
推
進
に
つ
い
て
の
権
限
及
び
責
任
を
有
す

る
と
と
も
に
、
特
定
計
量
器
の
製
造
に
必
要
な
技
術
に
関
す
る
知
識
及
び
こ
れ
に
関

す
る
一
年
以
上
の
実
務
経
験
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
、
次
の

か
ら

ま
で
の
い
ず

(1)

(3)

れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
基
づ
く
大
学
（
短
期
大

(1)
学
を
除
く
。
）
若
し
く
は
旧
大
学
令
（
大
正
七
年
勅
令
第
三
百
八
十
八
号
）
に
基

づ
く
大
学
又
は
外
国
に
あ
る
こ
れ
ら
の
大
学
に
相
当
す
る
大
学
を
理
学
、
医
学
、

薬
学
、
工
学
若
し
く
は
農
学
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
課
程
に
お
け
る
品
質
管
理
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に
関
す
る
科
目
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
で
あ
っ
て
、
品
質
管
理
に
関
す
る
実
務
経

験
を
二
年
以
上
有
す
る
者

学
校
教
育
法
に
基
づ
く
短
期
大
学
若
し
く
は
工
業
に
関
す
る
高
等
専
門
学
校
又

(2)
は
旧
専
門
学
校
令
（
明
治
三
十
六
年
勅
令
第
六
十
一
号
）
に
基
づ
く
専
門
学
校
又

は
外
国
に
あ
る
こ
れ
ら
の
学
校
に
相
当
す
る
学
校
を
理
学
、
医
学
、
薬
学
、
工
学

若
し
く
は
農
学
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
課
程
に
お
け
る
品
質
管
理
に
関
す
る
科

目
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
で
あ
っ
て
、
品
質
管
理
に
関
す
る
実
務
経
験
を
四
年
以

上
有
す
る
者

経
済
産
業
大
臣
が

又
は

に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
・
経
験
を
有
す

(3)

(1)

(2)

る
と
認
め
た
者

ハ

品
質
管
理
推
進
責
任
者
が
不
在
の
時
に
、
そ
の
権
限
及
び
責
任
を
代
行
す
る
者
で

あ
っ
て
前
号
の
資
格
を
有
す
る
者
が
選
任
さ
れ
る
こ
と
。

三

材
料
、
部
品
等
の
購
買

次
に
掲
げ
る
事
項
そ
の
他
必
要
な
事
項
が
社
内
規
格
に
定
め
ら
れ
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
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材
料
、
部
品
等
の
購
買
が
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。

イ

発
注
先
の
選
定
基
準
に
関
す
る
事
項

ロ

発
注
に
係
る
要
求
事
項
に
関
す
る
事
項

ハ

材
料
、
部
品
等
の
購
買
の
記
録
に
関
す
る
事
項

四

工
程
管
理

製
造
工
程
等
が
社
内
規
格
に
よ
り
明
確
に
さ
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項

そ
の
他
必
要
な
事
項
が
社
内
規
格
に
定
め
ら
れ
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
工
程
ご
と
に
工
程

管
理
が
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。

イ

作
業
指
示
書
、
作
業
環
境
、
設
備
等
に
関
す
る
事
項

ロ

管
理
項
目
及
び
品
質
特
性
に
関
す
る
事
項

ハ

限
度
見
本
及
び
標
準
見
本
に
関
す
る
事
項

ニ

工
程
変
更
に
関
す
る
事
項

ホ

工
程
管
理
に
係
る
記
録
に
関
す
る
事
項

五

完
成
品
管
理

次
に
掲
げ
る
事
項
そ
の
他
必
要
な
事
項
が
社
内
規
格
に
定
め
ら
れ
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
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完
成
品
の
管
理
が
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。

イ

完
成
品
の
構
造
（
性
能
及
び
材
料
の
性
質
を
含
む
。
）
及
び
器
差
に
関
す
る
事
項

（
法
第
九
十
五
条
第
一
項
及
び
第
百
一
条
第
二
項
の
基
準
適
合
義
務
の
履
行
に
関
す

る
事
項
を
含
む
。
）

ロ

完
成
品
管
理
に
係
る
記
録
に
関
す
る
事
項

ハ

製
造
工
程
の
組
織
と
独
立
し
た
組
織
で
実
施
す
る
こ
と
に
関
す
る
事
項

六

製
品
の
識
別
及
び
工
程

次
に
掲
げ
る
事
項
そ
の
他
必
要
な
事
項
が
社
内
規
格
に
定
め
ら
れ
、
そ
れ
に
基
づ
い
て

遡
及
可
能
性

、
材
料
、
部
品
等
の
受
入
れ
か
ら
完
成
品
の
出
荷
及
び
据
付
け
に
至
る
ま
で
の
全
工
程

に
お
い
て
、
製
品
の
識
別
（
製
品
又
は
容
器
に
マ
ー
キ
ン
グ
、
ラ
ベ
ル
付
け
等
を
行
う

こ
と
に
よ
っ
て
製
品
の
ロ
ッ
ト
等
の
区
別
を
行
う
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
適

切
に
行
わ
れ
、
か
つ
、
製
品
の
工
程
遡
及
可
能
性
が
適
切
に
保
た
れ
て
い
る
こ
と
。

イ

製
品
の
識
別
の
方
法
に
関
す
る
事
項

ロ

製
品
の
工
程
記
録
、
品
質
記
録
等
と
の
対
応
に
関
す
る
事
項
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七

製
造
設
備
及
び
検
査
設

製
造
及
び
検
査
に
必
要
な
設
備
を
保
有
す
る
と
と
も
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
そ
の
他
必

備

要
な
事
項
が
社
内
規
格
に
定
め
ら
れ
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
こ
れ
ら
の
設
備
の
管
理
が
適

切
に
行
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
設
備
の
精
度
及
び
性
能
が
適
切
に
維
持
さ
れ
て
い
る

こ
と
。

イ

製
造
又
は
検
査
に
必
要
な
精
度
、
性
能
等
に
関
す
る
事
項

ロ

点
検
、
保
守
、
校
正
等
の
実
施
の
箇
所
、
項
目
、
周
期
、
方
法
、
判
定
基
準
、
環

境
条
件
等
に
関
す
る
事
項

ハ

検
査
設
備
の
検
査
状
態
の
識
別
に
関
す
る
事
項

ニ

検
査
設
備
の
校
正
に
係
る
ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
事
項

ホ

点
検
、
保
守
、
校
正
等
の
実
施
後
不
適
合
が
あ
っ
た
場
合
の
処
置
に
関
す
る
事
項

ヘ

製
造
設
備
及
び
検
査
設
備
の
記
録
に
関
す
る
事
項

様
式
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

※

別
紙
の
と
お
り
様
式
第
一
を
挿
入
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様
式
第
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

※

別
紙
の
と
お
り
様
式
第
三
を
挿
入

様
式
第
五
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

※

別
紙
の
と
お
り
様
式
第
五
を
挿
入

様
式
第
七
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

※

別
紙
の
と
お
り
様
式
第
七
を
挿
入

様
式
第
十
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

※

別
紙
の
と
お
り
様
式
第
十
を
挿
入

様
式
第
十
一
か
ら
様
式
第
十
四
ま
で
を
削
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定

め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
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一

第
十
四
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
の
改
正
規
定
及
び
様
式
第
十
か
ら
様
式
第
十
四
ま
で
の
改
正
規
定

公
布
の
日

二

第
八
条
、
第
九
条
及
び
第
九
条
の
二
の
改
正
規
定

平
成
二
十
九
年
十
月
一
日

（
品
質
管
理
の
方
法
に
係
る
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
六
条
第
一
項

第
二
号
ロ
の
指
定
に
係
る
申
請
を
し
た
届
出
製
造
事
業
者
又
は
外
国
製
造
事
業
者
に
つ
い
て
の
法
第
九
十
一
条
第
一
項
第
五

号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
品
質
管
理
の
方
法
に
関
す
る
事
項
及
び
法
第
九
十
二
条
第
二
項
の
品
質
管
理
の
方
法
の
基
準

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
三
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
法
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
ロ
の
指
定
を
受
け
た
者
（
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て

指
定
を
受
け
た
者
を
含
む
。
）
は
、
法
第
九
十
四
条
第
一
項
（
法
第
百
一
条
第
三
項
で
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

に
基
づ
き
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
指
定
製
造
事
業
者
の
指
定
等
に
関
す
る
省
令
第
五
条
の
様
式
第
五
に
よ
る
届
出
書

を
平
成
三
十
三
年
九
月
三
十
日
ま
で
に
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


